
〔史
料
紹
介
〕

近
世
前
期
の
大
名
貸
証
文

一

こ
こ
に
紹
介
す
る
史
料
は
、
日
本
経
済
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る
中

島
家
文
書
に
含
ま
れ
る
大
名
貸
関
係
の
証
文
類
で
あ
る
。
中
島
家
文

書
は
近
世
初
期
か
ら
明
治
期
末
に
至
る
近
世
商
家
の
史
料
群
で
あ
る
。

中
島
家
は
、
屋
号

「銭
屋
」
、
近
世
初
期
か
ら
京
都
で
呉
服
商
を
営

み
、
本
業
の
傍
ら
薩
摩
藩

・
佐
賀
鍋
島
藩
な
ど
の
蔵
元
も
勤
め
、
大

規
模
な
大
名
貸
も
行

っ
て
い
た
。
近
世
京
都
の
商
家
文
書
で
あ
り
、

町
方
文
書
も
含
ん
で
い
る
。

文
書
群
は
、
そ
の
成
り
立
ち
の
経
緯
か
ら
大
き
く
四
つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
商
家
本
来
の
呉
服
商
関
係
の
史
料
で
、
商

人
銭
屋
中
島
氏
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
二
つ
は
大
名
貸
の

史
料
で
、
金
融
両
替
商
人
と
し
て
の
中
島
氏
の
も
う

一
つ
の
顔
を
示

渡

忠
　
司

す
史
料
で
あ
る
。
三
つ
は
町
人
中
島
氏
の
町
と
の
関
わ
り
や
町
政
に

関
係
し
た
史
料
で
あ
る
。
四
つ
は
中
島
氏
の
家
方
の
文
書
で
、
い
わ

ば
私
的
な
生
活
の
状
況
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
史
料
形
態
は

一
紙
も

の
、
綴
り
、
冊
子
、
書
簡
な
ど
が
あ
る
が
、
圧
倒
的
に

一
紙
も
の
が

多
い
。
総
点
数
は
五
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
。
残
存
史
料
の
年
代
は
寛

永
七
２

六
三
〇
）年
か
ら
明
治
三
十
七
２

九
〇
四
）年
に
至

っ
て
お

り
、
近
世
京
都
の
商
家
史
料
と
し
て
第

一
級
の
価
値
を
持
つ
と
思
わ

れ
る

（詳
細
は

「中
島
家
文
書
目
録
』
解
説
を
参
照
）。

二

中
島
家
が
呉
服
商
を
始
め
た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
商
い
関

係
の
史
料
で
最
も
古
い
も
の
は
、
お
そ
ら
く
寛
文
九
２

六
六
九
）年

で
あ
る
が
、
貸
付
や
大
名
貸
、
家
関
係
の
相
続
に
関
す
る
史
料
に
は
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寛
永
七
宝

六
三
〇
）年
ご
ろ
か
ら
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
京
都
で
商

い
を
始
め
た
の
は
慶
長
か
ら
元
和
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
初
期
の
史
料
が
家
方
の
相
続
関
係
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、

商
い
と
私
的
な
家
族
関
係
の
入
用
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
文
書
群
の
特
色
は
商
家
文
書
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
が
、
特
に
大

名
貸
に
関
す
る
史
料
の
膨
大
さ
は
第

一
級
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
文

書
群
の
最
大
数
を
占
め
、
ま
た
本
文
書
の
特
色
と
価
値
を
高
め
る
も

の
で
あ
る
。

『中
島
家
文
書
目
録
』
（以
下
目
録
）
で
は
、
こ
の
関
係

の
史
料
は
大
名
貸
に
関
係
し
た

「幕
府
御
用
」
「大
名
御
用
」
「旗
本

御
用
」
「
堂
上
寺
社
御
用
」
と
、
両
替
業
務
に
関
す
る

「米
売
買
」

「米
方
両
替
」
に
分
類
し
て
い
る
。

日
録
に
よ
る
と
、
中
島
家
が
近
世
を
通
じ
て
貸
付
を
行
っ
た
大
名

は
、
藩
名
の
確
定
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
五
三
藩
、
他
に
大
名
と
思

わ
れ
る
も
の
へ
の
貸
付
は
三
二
以
上
で
、
七
〇
藩
以
上
に
及
ぶ
。
こ

れ
に
幕
府
と
旗
本
そ
の
他
を
加
え
る
と
、　
一
〇
〇
近
く
に
な
る
。
ま

た
こ
れ
以
外
に
堂
上
や
寺
社

へ
の
貸
付
も
あ
る
か
ら
、
相
当
な
資
金

力

・
金
融
力
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
な
か
で
も
大
名
貸
は
件
数

も
貸
付
高
も
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

中
島
家
が
最
初
に
大
名
貸
付
を
始
め
た
の
は
薩
摩
藩
で
あ
る
。
関

係
が
い
つ
ご
ろ
始
ま

っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
寛
永
七
年
に
藩

主
に
会

っ
て
蘇
鉄
を
も
ら

っ
て
い
る
こ
と
翁
寛
永
七
年
御
目
見
江
蘇
鉄

拝
領
二
付
書
付
」
、
日
録
四
六
頁
参
照
）
、
慶
安
元
貧

六
四
人
）年
九
月

の
借
用
証
文
が
残

っ
て
い
る
こ
と
η
松
平
薩
摩
守
依
要
用
借
銀
之
事
」
、

日
録
二
頁
参
照
）、
あ
る
い
は
万
治
二
貧

六
五
九
）年
に
藩
主
か
ら
藩

御
用
の
呉
服
所
を
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
寛
永
年

間
に
は
薩
摩
藩
と
の
密
接
な
関
係
が
で
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
い

わ
ゆ
る
近
世
の

「蔵
元
」
は
寛
永
年
間
に
は
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、

中
島
家
が
早
い
部
類
に
入
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

大
名
貸
の
研
究
は
、
す
で
に
松
好
貞
夫

『
日
本
両
替
金
融
史
論
』
、

松
本
四
郎

「寛
文
―
元
禄
期
に
お
け
る
大
名
貸
し
の
特
質
」
「
三
井

文
庫
論
叢
』
創
刊
号
、　
一
九
六
七
）、
森
泰
博

『大
名
金
融
史
論
』
な

ど
優
れ
た
研
究
が
あ
り
、
蓄
積
も
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
大
名
貸
と

は
、
近
世
の
生
産

・
消
費
構
造
か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の

で
、
大
名
（藩
）が
年

一
回
の
年
貢
収
納
、
廻
米
と
換
金
の
時
期
と
、

恒
常
的
な
貨
幣
支
出
と
の
時
間
的
な

「ず
れ
」
を
補
充
す
る
た
め
に
、

商
人
か
ら
借
り
入
れ
る

「借
金
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
大
名
貸
は
近
世
初
期
に
は
京
都
商
人
が
最
大
で
、
大
坂
と
大

坂
商
人
は
近
世
商
品
流
通
の
中
心
地
と
し
て
自
他
と
も
に
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
大
名
貸
で
首
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
元
禄
期
以

降
の
こ
と
に
属
す
る
。



し
か
し
、
大
名
貸
を
め
ぐ
る
昨
今
の
研
究
状
況
は
、
必
ず
し
も
盛

況
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ

一
五
年
ぐ
ら
い
の

『経
済
史
文
献
解
題
』

の
各
年
版
を
繰

っ
て
み
て
も
個
別
事
例
的
な
論
文
数
が
必
ず
し
も
多

い
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
も
、
確
か
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

な
に
も
大
名
金
融
の
部
に
限
ら
ず
、
経
済
史
分
野
の
理
論
的

。
実
証

的
研
究
そ
の
も
の
が
停
滞
ぎ
み
で
あ
る
こ
と
に
も
よ

っ
て
い
る
。
地

方
史
誌
類
の
刊
行
が
極
め
て
盛
況
で
、
全
国
の
各
藩
単
位
の
支
配

・

経
済

・
文
化
関
係
の
史
料
が
次
々
と
翻
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え

ば
、
い
さ
さ
か
腑
に
落
ち
な
い
事
態
で
は
あ
る
。
あ
ら
た
な
視
点
で

の
史
料
の
見
直
し
、
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
京
都
の
商
家
で
あ

っ
た
中
島
家
文
書
の
大
名
貸
関

係
史
料
は
研
究
の
進
展
を
促
す
好
材
料
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
の

一
助
と
す
る
た
め
に
、
中
島
家
文
書
か
ら
大

名
貸
証
文
を
、
数
点
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
若
干
の
解
説
を
加
え

て
去
γ
や
つ
。

〔史
料
１
〕
は
薩
摩
藩

へ
の
大
名
貸
証
文
で
、
さ
き
に
触
れ
た

よ
う
に
、
中
島
家
文
書
の
大
名
貸
証
文
で
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

史
料
で
は
、
慶
安
元
貧

六
四
人
）年
九
月
四
日
に
、
銀

一
〇
貫
目
を
、

本

（一匹

銀

一
貫
目
に
付
き
利
息

一
月
に
九
匁
五
分
で
借
用
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
利
息
は

一
二
カ
月
分
を

一
年
毎
に
ま
と
め
て

支
払
う
こ
と
、
署
名

・
花
押

・
捺
印
は
藩
の
役
人
（お
そ
ら
く
は
勘
定

所
関
係
の
役
人
）、
宛
名
は

「赤
祢
屋
妙
意
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
表
書
と
し
て
、
利
息
や
元
銀
の
支
払
は
、
支
払

っ
た
年
月
日
が
裏

書
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。　
一
つ
は
支
払
の
形
式
で

あ
る
。
支
払
の
最
初
は
慶
安
四
年
九
月
十
三
日
で
、
元
年
九
月
か
ら

二
年
八
月
ま
で
の
利
息
分

一
貫

一
四
〇
匁
が
支
払
わ
れ
、
こ
の
後
、

利
息
や
元
銀
も
含
め
て
元
禄
十
三
貧

七
〇
〇
）年
七
月
二
日
に
至
る

ま
で
払
い
続
け
ら
れ
、
そ
の
時
点
で
借
用
銀
の
残
り
は

一
貫
八
八
〇

匁
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
最
期
ま
で
支
払
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
こ

の
史
料
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
支
払
方
を
み
る
と
、
慶
安
三
年
か

ら
寛
文
元
貧

六
六

こ
年
ま
で
は
利
息
も
元
銀
も
支
払

っ
た
記
録
は

み
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
寛
文
元
年
か
ら
は
利
息
の
支
払
で
は
な
く
、

利
息
分
を
加
え
た
元
銀
分
を
支
払
う
よ
う
に
変
わ

っ
て
い
る
こ
と
、

一
年
分
が
毎
年
支
払
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
銀
の
金
換
算
が
、
寛
文
元
年
に
は

一
両
当
た
り
六
四
匁
九
分

五
厘
、
寛
文
三
年
に
は
六
〇
匁
に
な
っ
て
お
り
、
交
換
比
率
は
変
動

し
て
い
る
。
幕
府
公
定
の

一
両
が
銀
五
〇
匁
の
換
算
比
率
は
採
用
さ

れ
て
お
ら
ず
、
相
場
に
応
じ
た
換
算
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
借
用
元
銀
は
寛
文
元
年
に
は

一
気
に
五
貫
九
〇
七
匁
に
減

少
し
た
。
証
文
に
は
、
残
り
は

「年
々
金
山
応
二
利
潤
銀
分
量

こ

じ
て
、
七
、
八
年
で
完
済
す
る
意
味
合
い
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
以
後
の
支
払
を
み
る
と
、
元
禄
十
三
年
ま
で
継
続
さ
れ
て

お
り
、
支
払
計
画
と
お
り
に
は
い
か
な
か

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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二
つ
に
は
、
証
文
の
宛
名
で
あ
る
。
「赤
祢
屋
妙
意
」
は
慶
安
元

年
か
ら
記
録
の
残
る
元
禄
十
三
年
ま
で
変
化
は
な
い
こ
と
、
し
か
も

中
島
家
の
系
図
や
先
祖
の
命
日
を
書
き
付
け
た
記
録
を
み
て
も
、
該

当
す
る
人
物
は
特
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

〔史
料
２
〕
に
あ
げ

た
鍋
島
加
賀
守
の
借
用
証
文
は
延
宝
四
貧

六
七
六
）年
二
月
朔
日
の

日
付
を
持
つ
が
、
宛
名
は

「銭
屋
利
兵
衛
」
と
な
っ
て
お
り
、
銭
屋

代
々
の
世
襲
名
と
な

っ
て
い
る
。
〔史
料
１
〕
の
宛
名
は
延
宝
四
年

の
時
点
で
も

「赤
祢
屋
妙
意
」
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
銭
屋
の
当
主

で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く

「赤

祢
屋
」
は

「せ
に
や
」
の
当
て
字
で
、
貸
借
関
係
を
は
や
か
し
て
お

き
た
い
何
ら
か
の
理
由
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔史
料
２
〕
は
佐
賀
鍋
島
藩
の
借
用
証
文
で
あ
る
。
延
宝
四
年

二
月

一
日
に
丁
銀
で
二
五
貫
目
を
借
用
し
、
返
済
方
法
は
同
年
十

一

月
か
ら
同
八
年
十

一
月
ま
で
五
カ
年
の

「納
崩
」
で
あ
っ
た
。
元
銀

一
〇
貫
目
に
つ
い
て

一
年
に
三
貫
五
〇
目
づ
つ
返
済
し
五
カ
年
で
皆

済
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
役
人
の
連
署
と
花
押
が
あ
る
が
、
薩

摩
藩
の
場
合
と
違

っ
て
裏
書
に
藩
主
自
身
の
署
名
と
花
押
が
あ
る
。

〔史
料
１
〕
〔史
料
２
〕
と
も
に
、
借
銀
と
返
済
方
法
が
記
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
、
担
保
物
件
に
当
た
る
も
の
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

延
宝
年
間
の
貸
付
証
文
に
は
、
他
の
大
名
の
も
の
を
み
て
も
貸
付
高

（借
銀
高
）と
返
済
方
法

（多
く
は
五
カ
年
の
納
崩
）
が
記
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
、
基
本
的
に
同

一
で
あ
る
。
そ
れ
が
元
禄
期
を
過
ぎ
る
と
、

多
く
の
場
合
、
「引
当
物
」
と
し
て
そ
の
年
の

「米
」
が
当
て
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る

（日
録
参
照
）。

〔史
料
３
〕
は
越
前
福
井
藩
松
平
越
前
守
の
借
用
証
文
で
あ
る
。

銀
三
二
貫
二
〇
〇
目
が
元
利
と
も
五
年
間
の
皆
済
を
期
限
と
し
て
、

一
〇
貫
目
に
付
き
利
息

一
カ
月

一
二
〇
匁
で
貸
付
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
き
の
薩
摩

・
鍋
島
両
藩
と
同
様
に
、
借
用
に
当
た

っ
て
の
担
保
と

な
る
よ
う
な
物
件
の
記
載
は
な
い
が
、
裏
書
に
は
、
延
宝
五
巳
年
か

ら
五
年
間
の
返
済
明
細
が
記
載
さ
れ
、
巳
年
か
ら
六
年
目
の
亥
年
、

つ
ま
り
天
和
三
貧

六
人
一こ
年
六
月
に
返
済
が
終
わ

っ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
元
銀
と
利
銀
が

「毎
年
極
月
」
に
支
払
わ
れ
、
国
元
が
不
作

の
と
き
は

「
借
延
」
を
し
つ
つ
返
済
が
行
わ
れ
た
。
「納
崩
」
と
は

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
返
済
方
法
で
あ
っ
た
。
な
お
同
種
の
史
料

は
目
録
の
中
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

〔史
料
４
〕
は
尾
張
藩

へ
の
貸
付
証
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
借

銀
高
と
返
済
方
法
が
記
さ
れ
、
延
宝
八
年
正
月
八
日
に
借
銀
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
前
二
点
と
形
式
的
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ

こ
れ
に
は
包
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

「尾
州
名
古
屋
縣
元
御
藩
江
弐

拾
弐
貫
九
百
目
　
士τ
通
」
と
記
さ
れ
、
明
ら
か
に
明
治
維
新
後
に
そ

れ
以
前
の
証
文
類
を
整
理
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
尾
張

藩
の
延
宝
八
年
の
借
銀
は
、
お
そ
ら
く
は
近
世
を
通
じ
て
完
済
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
に
、
銭
屋
の
手
元
に

「名
古
屋
縣
」
と
注
記
さ
れ
た

借
用
証
文
が
残
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



〔史
料
５
〕
は
延
宝
四
年
に
戸
田
左
門
が
銭
屋
か
ら
借
銀
し
た

こ
と
を
示
す
証
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
藩
役
人
や
藩
主
当
人
の
借
用

証
文
と
と
も
に
、
京
都
屋
敷
留
守
居
役
の
添
手
形
、
別
の
出
入
商
人

の
添
状
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
大
名
貸
証
文
を
作
成
す
る
際
の

「形

式
」
が
窺
え
る
。
証
文
で
は
銀
五
〇
貫
目
に
つ
い
て
、
利
息
が

一
〇

貫
目
に
付
き
月

一
二
〇
日
、
元
銀
は
三
カ
年
の

「納
崩
」
、
毎
年
利

息
と
元
銀
の
三
分
の

一
を
添
え
て
返
済
す
る
定
め
と
な

っ
て
い
る
。

〔史
料
６
〕
は
、
寛
延
元
２

七
四
八
）年
に
銭
屋
が
明
石
藩
松
平

左
兵
衛
佐
の
蔵
元
と
な
っ
た
と
き
の
定
証
文
で
あ
る
。
職
務
内
容
や

権
限
な
ど
が
箇
条
書
に
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
史
料
は
、
す
で
に
松

本
四
郎
氏
が
正
徳
五
２

七

一
五
）年
に
那
波
屋
が
南
部
大
膳
太
夫
と

結
ん
だ
証
文
を
紹
介
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
（前
掲
松
本
論
文
）
。

中
島
家
の
証
文
も
初
期
の
も
の
で
は
な
い
が
、
大
名
貸
が
慣
例
化
し

た
後
の
大
名
と
商
人
と
の
契
約
形
式

・
内
容
を
示
す
史
料
の

一
例
と

い
え
よ

つヽ
。

証
文
は
七
ヵ
条
か
ら
な
り
、
蔵
米
の
売
り
払

い
、
借
用
銀
に
対
す

る
引
当
米
の
規
定
な
ど
の
ほ
か
、
蔵
屋
敷
の
諸
雑
費
、
回
銭
あ
る
い

は
蔵
米
の
搬
出

・
搬
入
に
当
た

っ
て
の
人
夫
（中
仕
）
の
規
定
な
ど
が

取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
史
料
六
点
の
解
説
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
。

〔史
料
１
〕
松
平
薩
摩
守
依
而
要
用
借
銀
之
事
會
〓
一七
八
）

松
平
薩
摩
守
依
而
要
用
借
銀
之
事

銀
子
拾
貫
目
者

右
者
性
請
取
申
所
実
正
也
、
但
本
銀
壱
貫
ロ
ニ
付

一
月
二
利
足

九
匁
五
分
宛
算
用
以
十
二
ヶ
月
限
二
可
致
返
弁
候
、
為
後
證
、

働
状
如
件

慶
安
元
年
九
月
四
日
　
　
　
　
　
平
　
田
　
菫
ユ　
前
回
花
押

村

尾
源
左
衛

門
回
花
押

北
　
郷
　
佐
　
渡
回
花
押

新

納

右

衛

門
回
花
押

赤
祢
屋
妙
意
参

此
表
利
銀
壱
貫
百
四
拾
匁
者
慶
安
元
年
九
月
よ
り
同
弐
年
八
月

迫

月
数
拾
弐
ヶ
月
、
元
銀
拾
貫
目
之
利
銀
〆
相
済
候
、
為
後
證
、
裏

書
如
件

慶
安
四
年
卯
九
月
十
三
日
　
　
　
　
堀

弥

右

衛

門
◎
花
押

平

田
藤
右

衛

門

赤
祢
屋
妙
意
老

一
小
判
金
四
拾
五
両
ハ

銀
〆
弐
貫
九
百
廿
二
匁
七
分

但
士τ
両
三
ハ拾
四
匁
九
分
五
厘
替

一
銀
三
拾
匁
三
分
ハ

合
銀
弐
貫
九
百
五
拾
三
匁

右
者
元
銀
拾
貫
目
之
為
利
払
、
前
二
銀
壱
貫
百
四
拾
匁
相
渡
し
、



右
之
利
銀
ヲ
元
二
直
シ
残
ル
八
貫
八
百
六
拾
匁
可
相
済
通
、
此

節
申
宛
候
内
三
″ノ壱
分

ハ
〆
相
渡
候
、
残
而
五
貫
九
百
七
匁

ハ

年

々
金
山
應
利
潤
銀
分
量
申
付
候

ハ
、

二
可
令
返
済
候
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
後
七
、
八
ヶ
年
之
際

以
上

寛
文
元
年
丑
五
月
廿
九
日
　
　
　
　
野

村

太

丘
ハ
衛
①

花
押

一
小
判
金
五
両

士τ
両
二
付
六
拾
匁
替

一
銀
弐
百
七
拾
八
匁

右
者
今
度
借
銀
返
弁
之
内
是
迄
□
□
□
とヽ
相
渡
候
、
残
而
五
貫

三
百
弐
拾
九
匁
有
之
者
也

一
時
中
【
一
脚
岸
［
一ノ、 廿

四
日
　

　

　

雌
転
″
雌
梅
ぽ
岬

①
花
押

右
相
払
、
残
四
貫
六
百
目
也

寛
文
六
年
午
正
月
十
七
日
　

　

　

大

野

源

右

衛

門
Ｏ
花
押

有

馬

勘

左

衛

門

一
銀
弐
百
四
拾
ロ

ハ

右
今
度
返
弁
〆
相
済
候
、
残
銀
四
貫
三
百
六
拾
目
也

寛
文
八
年
申
ノ
十

一
月
五
日
　

　

高

橋

権

左

衛

門
①
花
押

比

志

一
銀
弐
百
弐
拾
七
匁

ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋

主

膳

右
者
今
度
返
弁
〆
相
渡
候
、
残
銀
四
貫
百
三
拾
三
匁
有
之
也
、

寛
文
九
年
配
九
月
十
九
日
　

　

　

新

納

喜

右

衛

門
①
花
押

高

橋

権

左

衛

門

一
銀
弐
百
三
拾
六
匁
ハ

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、
残
而
銀
三
貫
八
百
九
十
七
匁
也

寛
文
九
年
酉
ノ

十

二
月

十

二
日
　

高
橋

権

左

衛

門
①
花
押

新
納

喜

右

衛

門

一
銀
弐
百
四
拾
三
匁

ハ

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、

寛
文
十
年
成
ノ
七
月
廿
三
日

一
銀
百
三
拾
四
匁

右

ハ
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、

寛
文
十

一
年
亥
十
二
月
七
日

一
銀
弐
百
九
匁

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、

寛
文
十
二
年
子
九
月
五
日

一
銀
弐
百
三
拾
八
匁

ハ

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、

延
宝
弐
年
寅
四
月
五
日

一
銀
百
八
拾
四
匁

残
而
銀
三
貫
六
百
五
拾
四
匁
也

高

橋

権

左

衛

門
①
花
押

新

納

喜

右

衛

門

残
而
銀
三
貫
五
百
弐
拾
匁
也

渋
谷
四
郎
左
衛
門

①

五
代
少

左
衛

門

残
而
銀
参
貫
三
百
拾
壱
匁
也

福

屋

助

左

衛

門

①

渋
谷
四
郎
左
衛
門

残
而
銀
三
貫
七
拾
三
匁
也

福
屋
助

左

衛

門

①

新
納
喜

右

衛

門



右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、

延
宝
四
年
辰
三
月
十
四
日

一
銀
百
九
拾
壱
匁

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、

延
宝
六
年
午
十
月
十
六
日

一
銀
百
拾
匁

ハ

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、
残
而
弐
貫
五
百
八
拾
八
匁
也

延
宝
八
年
中
十
二
月
廿
五
日
　
　
評

¨
電
討
％
鶏
”

制

①

一
銀
百
弐
拾
壱
匁

ハ

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、
残
テ
弐
貫
四
百
六
拾
七
匁
也

天
和
弐
年
成
四
月
廿
三
日
　
　
岩

切

彦

丘
ハ
衛

①

中

神

内

蔵

丞

一
銀
百
拾
六
匁

赤
祢
屋
妙
意
老

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、
残
而
銀
弐
貫
三
百
五
拾
壱
匁
也

天
和
三
年
亥
壬
五
月
廿
五
日
　
¨
¨
［

紳

動

制

◎

一
銀
八
十
弐
匁

赤
祢
屋
妙
意
老

右
者
今
度
為
返
弁
相
渡
候
、
残
而
銀
弐
貫
弐
百
六
拾
九
匁
也

貞
享
元
年
子
十
二
月
廿

一
日

　

仁
濃
与
三
右
衛
門

①

残
而
弐
貫
八
百
八
拾
九
匁
也

村

田
為

左
衛

門

①

渋
谷
四
郎
左
衛
門

残
而
弐
貫
六
百
九
拾
八
匁
也

村

田
為

左
衛

門

①

弟

子

丸

市

之

介

外

山
九
右

衛

門

銀
六
拾
九
匁

赤
祢
屋
妙
意
老

右
為
返
弁
相
渡
候
、
残
テ
弐
貫
弐
百
匁
也

貞
享
三
年
寅
七
月
十

一
日
　

　

制

帥
勁

赫
［

団

①

銀
六
拾
六
匁

赤
祢
屋
妙
意
老

右
者
今
度
為
返
弁
銀
相
渡
候
、
残
銀
弐
貫
百
三
拾
四
匁
也

貞
享
五
年
辰
二
月
廿
四
日

　

間
卸
』
」
杷
［
同

①

銀
五
拾
六
匁

赤
祢
屋
妙
意
老

右
者
今
度
為
返
弁
銀
相
渡
候
、
残
銀
弐
貫
七
拾
八
匁
也

元
禄
三
年
午
九
月
六
日

伊
地
知
八
右
衛
門

①

伊

集

院

主

水

一
銀
四
拾
九
匁
五
分

赤
祢
屋
妙
意
老

右
者
今
度
為
返
弁
銀
相
渡
候
、
残
銀
弐
貫
廿
八
匁
五
分
也

元
禄
五
年
中
五
月
廿
三
日

　

岬

葎『
院

キ
藤

工
赫

①

一
銀
四
拾
九
匁
五
分

赤
祢
屋
妙
意
老

右
者
此
度
為
返
弁
銀
相
渡
候
、
残
壱
貫
九
百
七
拾
九
匁
也

元
禄
七
年
成
八
月
十
三
日

　

障

籍

麟

一

節

①

一
銀
四
拾
九
匁
七
分

赤
祢
屋
妙
意
老

55



右
者
今
度
為
返
弁
銀
相
渡
候
、
残
壱
貫
九
百
廿
九
匁
三
分
也

元
禄
十
年
丑
七
月
十
日
　

　

伊

地
知

五
兵
衛

③

伊

集

院

主

水

一
銀
四
拾
九
匁
三
分
　
　
　
赤
祢
屋
妙
意
老

右

ハ
今
度
為
返
弁
銀
相
渡
候
、
残
銀
壱
貫
八
百
八
拾
匁
也

元
禄
十
三
年
辰
七
月
二
日

　

卿

』
一
鴫
♂

丘 主
ハ
麒

◎

〔史
料
２
〕
鍋
嶋
加
賀
守
依
用
所
借
用
申
銀
子
之
事

含
≡
〓
一四
）

鍋
嶋
加
賀
守
依
用
所
借
用
申
銀
子
之
事

合
弐
拾
五
貫
目
者
　
　
　
丁
銀
新
分
銅
掛
也

右
者
鍋
嶋
加
賀
守
依
用
所
借
用
申
所
実
正
也
、
返
弁
之
定
者
当
辰
霜

月
ョ
リ
申
ノ
霜
月
迫
五
ヶ
年
納
崩
也
、
元
銀
拾
貫
ロ
ニ
付
壱
ヶ
年
ニ

銀
三
貫
五
拾
目
宛
毎
年
霜
月
中
二
相
済
、
以
上
五
ヶ
年
二
皆
済
可
申

候
、
若
毎
年
之
渡
前
少
二
而
も
相
延
候
ハ
ゝ
月
割
弐
歩
之
利
足
被
相

寄
返
弁
可
申
候
、
於
此
銀
子
者
内
外
如
何
様
之
差
合
有
之
候
共
、
右

定
之
通
少
茂
無
相
違
急
度
相
渡
シ
可
申
候
、
為
後
日
證
文
、
如
件

延
宝
四
年
辰
弐
月
朔
日
　
　
　
　
卿

日「
新
該

〓
赫
¨
け
脚

大
　
塚
　
民
　
部
〇
花
押

銭
屋
利
兵
衛
殿

（裏
書
）

表
書
之
銀
子
借
用
申
所
実
正
也
、
返
弁
之
儀
右
定
之
通
無
相
違
急
度

可
申
付
者
也

鍋
嶋
加
賀
守

花
押

〔史
料
３
〕
松
平
越
前
守
殿
依
要
用
借
銀
之
事

（一≡

一人
○
）

松
平
越
前
守
殿
依
要
用
借
銀
之
事

銀
合
三
拾
弐
貫
弐
百
目
　
者
　
丁
銀
也

右
之
銀
子
借
用
之
所
実
正
也
、
利
足
者
本
銀
拾
貫
匁

二
付
壱
ヶ
月
ニ

銀
百
弐
拾
匁
宛
之
定
、
本
銀
者
当
巳
之
暮
分
る
酉
之
暮
迄
五
年
符
、

利
足
井
五
ヶ
壱
之
銀
毎
年
極
月
上
旬
二
相
渡
、
以
上
五
年

二
死
利
皆

済
可
申
候
、
内
外
如
何
様
之
儀
候
共
於
此
銀
子
者
少
も
無
沙
汰
有
間

敷
候
、
為
後
日
傷
如
件

延
宝
五
年
巳
正
月
　
日
　
　
　
飯
　
田
　
主
　
米
③
花
押

稲
　
葉
　
来
　
女
③
花
押

銭
屋

理
兵

衛

殿

野
田
庄
右
衛
門
殿

（裏
書
）

此
表
本
銀
六
貫
四
百
四
拾
匁
印

巳
之
年
あ
本
入
済

小
木
六
郎
兵
衛
印

利
銀
五
貫
弐
拾
三
匁
弐
分
「

巳
ノ
正
月
る
同
閏
極
月
迄
済

同
　
人
①

本
銀
六
貫
四
百
四
拾
匁
印

午
之
年
る
本
入
未
之
二
月
迄
二
渡

同
人
①

利
銀
三
貫
七
百
九
匁
四
分
四
厘
印

午
之
正
月
わ
同
唇
星
超
済

同
　
人
③



但
右
弐
口
三
月
迄
相
延
申
、
又
利
足
外
二
渡

利
銀
弐
貫
七
百
八
拾
弐
匁
八
厘
印

未
之
正
月
る
同
極
月
迄
相
渡
済

同
　
人
①

但
未
之
本
入
者
国
元
不
作
二
付
断
を
以
借
延

申
ノ
正
月
る
同
極
月
迄
間

共

二
拾
三
ヶ
月

利
銀
三
貫
拾
三
匁
九
分
弐
厘
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
人
③

相
済
　
　
　
但
此
銀
亥
ノ
六
月
相
済

〔史
料
４
〕
借
用
申
銀
子
之
事

（三
一
一一一一四
）

（包
紙
）

「尾
務
名
古
屋
縣
元
御
藩
江
弐
拾
弐
貫
九
百
目
　
士τ
通

立
中
廻
り
」

借
用
申
銀
子
之
事

合
弐
拾
弐
貫
九
百
目
者
　
　
但
丁
銀
也

右
之
銀
子
者
尾
張
中
納
言
殿
御
用
二
借
り
申
所
実
正
也
、
元
銀
壱
貫

ロ
ニ
付
壱
ヶ
月
二
八
匁
宛
加
利
足
、
何
時
成
共
元
利
共
返
弁
可
申
候
、

但
十
二
ヶ
月
限
也
、
若
相
延
候
者
利
二
利
ヲ
加
返
弁
可
申
候
、
為
其
如
件

延
宝
八
年
申
正
月
六
日
　
　
　
赳

］
％
♂
Ч
鳩
口

翻
¨
［
岬

成

瀬

童
ユ
前

守
③
花
押

成

瀬

隼

人

正
③
花
押

中
嶋
利
兵
衛
殿

〔史
料
５
〕
借
用
被
申
銀
子
之
事

公
≡
一天
九
）

借
用
被
申
銀
子
之
事

合
拾
五
貫
目
者
　
　
　
丁
銀
也

右
童
戸
田
左
門
為
入
用
借
用
被
申
所
実
正
也
、
利
足
者
元
銀
拾
貫
目

付

一
ヶ
月
二
百
弐
拾
目
充
定
、
辰
五
月
る
之
借
分
返
弁
之
儀

ハ
、
辰

暮
ぉ
午
暮
道
三
年
之
納
崩
、
毎
年
極
月
廿
日
切
二
利
足
井
元
銀
三
ヶ

壱
相
添
、
急
度
返
弁
可
申
候
、
於
此
銀
子
者
内
外
如
何
様
之
差
合
有

之
候
共
少
茂
相
違
有
之
間
敷
候
、
為
後
日
働
如
件

延
宝
四
廟
年
五
月
十

一
日

　

「

田 田
・耐
脚
特
『
翻
¨
商
脚

大

高
金
右
衛

門
①
花
押

銭

屋
利
兵
衛
殿

（裏
書
）表

書
之
通
返
弁
相
違
有
之
間
敷
者
也
、

左
　
門

〈▽

［別
紙
］

添
手
形
之
事

一
戸
田
左
門
為
入
用
其
方
銀
拾
五
貫
目
借
用
被
申
所
実
正
也
、
則
左

門
裏
判
二
家
老
共
大
高
金
右
衛
門

・
戸
田
四
郎
兵
衛

・
和
田
七
郎

左
衛
門
表
判
之
借
状
井
観
音
寺
請
負
之
證
文
相
渡
シ
、
何
茂
正
判

5ア



無
紛
候
、
但
定
之
儀
者
本
文
二
有
之
候
通
、
毎
年
日
限
少
茂
無
相

違
我
等
方
る
急
度
返
弁
可
申
候
、
為
後
日
添
手
形
、
働
如
件

京
都
屋
敷
留
守
居

延
宝
四
丙
辰
年
五
月
十

一
日
　
岡

田
忠

右
衛
門
①
花
押

銭
　
屋

利
兵
衛
殿

罰
基

請
取
申
銀
子
之
事

合
銀
五
百
目
也

ヽ

ヽ

ヽ

ｔ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ｔ

　

　

　

　

　

　

（
争

ン
）

右
者
延
宝
四
年
辰
五
月
十

一
日
、
戸
綱
佐
¶
様

口
　
□

延
宝
四

年
辰
五
月
銀
高
拾
五
〆
御
座
候
、
日

　

□

相
渡
し
済
残
銀
元
銀

之
内
へ
去
ル
戌
暮

（
ム

ンヽ
）

新
鮒
粉
）
匁
御
取
替
申
上
候
、
日

　

□

御
借
銀
之
内
へ
右
之
銀

高
為
　
破
扮
抑
渡
し
被
成
、
惟
受
取
申
候
、
御
皆
済
之
時
分
御
証
文

返
シ

ロ

　

□

仕
候
、
為
後
日
傷
而
如
件
、

元
禄
八
年
亥
霜
月
晦
日
　

　

銭
　
屋
　
利
兵
衛

鳥
居
佐
五
兵
衛
殿

前
量

添
手
形
之
事

（三
四
四
〇
）

一
戸
田
左
門
為
要
用
其
方
銀
拾
五
貫
目
借
用
被
申
所
実
正
也
、
但
利

足
者
月
壱
歩
弐
、
当
暮
る
午
ノ
暮
道
三
ヶ
年
ノ
納
崩
、
元
銀
三
ヶ

一
二
其
年
中
之
利
足
被
加
、
毎
年
極
月
廿
日
切
二
返
済
之
誓
約
ニ

候
、
若
左
門
方
る
約
束
之
通
返
弁
之
日
限
相
延
申
儀
有
之
候
者
我

等
方
ι
調
替
無
相
違
早
々
相
渡
可
申
候
、
為
其
添
手
形
如
此
二
候
、

以
上

延
宝
四
年
辰
五
月
十

一
日
　
　
　
　
観
　
立
日
　
寺

①

銭
　
屋利

兵
衛
殿

而

盤

添

状

含
一西

一一元

）

一
戸
田
左
門
様
江
我
等
肝
煎
ヲ
以
銀
拾
五
貫
目
御
取
替
被
成
候
処
実

正
也
、
則
左
門
様
御
裏
判
二
御
家
老
三
人
表
判
二
而
借
状
井
芦
浦

観
音
寺
様
御
請
負
手
形
、
京
都
御
屋
敷
岡
田
忠
右
衛
門
殿
御
添
手

形
、
以
上
三
通
請
取
相
渡
シ
、
何
茂
正
判
無
紛
候
、
毎
年
御
返
済

之
節
銀
子
請
取
相
渡
シ
可
申
候
、
為
後
日
之
、
佛
如
件

桔
梗
屋

延
宝
四
年
辰
五
月
十

一
日
　
　
　
　
士
口
　
十
　
郎

①

銭
　
屋利

兵
衛
殿

〔史
料
６
〕
蔵
元
定
証
文

（包
紙
）

「
蔵
一九
定
証
文
二
通
之
内

定
證
文

一
松
平
左
兵
衛
佐
殿
毎
年
大
坂
登
米
売
払
蔵
元

・
掛
屋
各
江
相
頼
被

（三
四
三
五
）

寛
延
時
代
御
蔵
元
被
仰
付

御
定
証
文
也
、
当
時
不
用
之

品
也
、
吟
味
可
致
候
事

壬
成
十
月
　
　
　
　
　
　
　
」



申
候
事
、

一
金
高
六
千
両
道
者
毎
年
可
被
指
出
極
也
、
右
為
引
当
従
在
所
米
七

千
石
八
月
ゎ
十

一
月
迫
積
登
売
払
、
代
銀
其
元
江
相
渡
可
申
候
間
、

出
銀
元
利
之
内
江
御
引
取
可
有
之
候
、
毎
年
其
年
切

二
不
残
相
済

シ
証
文

二
引
替
可
申
候
、

一
右
出
金
者
銀
子
二
直
シ
、
年
内
る
翌
年
春
夏
迫
之
内
割
合
可
被
指

出
候
、
尤
利
足
者
前
月
入
月
壱
歩
壱
宛
之
定
二
候
、
納
銀
之
度
々

預
り
証
丈
国
元
ぁ
指
登
相
渡
可
申
候
、
証
文
当
名
之
儀
者
御
両
人

之
内
其
時
々
望
次
第
認
遣
可
申
候
、

但
、
納
銀
之
度
々
当
分
蔵
屋
敷
役
人
仮
手
形
指
出
シ
、
本
証

文
国
元
江
申
越
認
登
候
上
、
右
仮
手
形
与
引
替
可
申
候
、

一
蔵
元
為
諸
雑
用
蔵
米
弐
百
俵
毎
年
可
遣
之
候
、

一
口
銭
銀
五
貫
六
百
目
毎
年
可
遣
候
、

一
米
売
付
候
節
、
為
立
合
手
代
被
指
出
候
義
勝
手
次
第

二
候
、

一
蔵
米
出
入
之
中
仕
、
御
両
家
ゎ
上
中
仕
壱
人
、
下
中
仕
壱
人
被
付

候
筈

二
相
極
候
、

右
之
通
相
定
候
処
、
瑯
違
変
無
之
候
、
此
定
証
文
永
々
可
被
相
用
候
、

為
後
証
、
傷
如
件

寛
延
元
賊
年
十

一
月
　
　
　
　
高

橋

〓
一
郎

平

①

犬

井

藤

兵

衛

①

高

原

治

兵

衛

①

中
　
嶋
　
利
　
助
殿

中

嶋

五

郎

吉
殿

右
定
証
文
望

二
付
而
同
文
言
二
而
弐
通
相
認
、
御
両
家
江
壱
通
宛
相

渡
置
者
也
、

（裏
書
）

表
書
之
通
相
違
有
之
間
鋪
者
也
、

高

田

小

兵

衛

荒

井

又

大

夫

平

田

忠

兵

衛

完

戸

弥

兵

衛

間

宮

官

左

衛

門

在
江
戸
鶴
副
跡
哨
潔
脚
嘲
Ｍ

齋

藤

又

兵

衛

小

泉

図

書

間
宮
宮
内
左
衛
門

産
月緩哺
動霰
脚

百
記
一翻
刻
に
当
た
っ
て
は
で
き
る
限
り
原
文
書
に
従
っ
た
が
、
適
宜
読
点

・
中

ぐ
ろ
点
を
付
し
た
ほ
か
、
常
用
漢
字
に
改
め
た
個
所
も
あ
る
。
な
お
各
文
書

の

（　
）
の
漢
数
字
は

「中
島
家
文
書
目
録
」
の
文
書
番
号
で
あ
る
。

（わ
た
な
べ
　
た
だ
し

・
大
阪
市
史
編
纂
所
）

① ① ① ①  ① ① ① ① ① ①
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